
 

 

 

 

 

 

特定健診等データの請求について 

今回はよくお問い合わせのある特定健診等データの請求に関するご案内です。 

 

過誤登録について 

本会に提出を行った健診等データの請求が確定した後に、健診等データの差し戻しを行う場合は保険者に

て「過誤登録」を行います。過誤登録を行うと、保険者から連合会を通して健診機関等に振り込まれた費用

について、返還を求めることになります。 
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過誤登録と過誤された請求データの提出タイミングを同月に合わせることで、費用の相殺を行うことも 

可能です（通称「同月過誤」と呼んでおります）。 
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同月過誤を行うには過誤登録と再請求を原則 5 日までに行わなければなりません（5 日を過ぎると処理が

次月に持ち越されるため、相殺が不可能）。また過誤登録に対して、それに伴う再請求がなくとも、他の健診

等データの請求があればその費用と相殺します。 

 仮に過誤登録があるにもかかわらず、それに伴う再請求や 

他の健診等データの請求がない場合は健診機関等から連合会 

に過誤に伴う費用を納入していただく必要があります。 
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ご不明な点等ありましたら保険者、 

もしくは連合会にご相談ください 
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